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2024年3月19日

経営相談デスク

『経営相談サービス』ご活用のお勧め

経営相談デスクは会員さまの無料相談窓口です

ＭＭＯｎｅ会員（ゴールド・シルバー）の皆さまへ

0



© 2024 Mizuho Bank, Ltd.

経営相談サービスの特徴 1

●法律、税金、会計、人事労務、経営等に関する様々なご相談について、経験豊富な相談

員が弁護士・税理士・公認会計士・社会保険労務士といった顧問のサポートを受けながら

スピーディに対応させていただきます。相談事例は次ページをご参照ください

●社長さまだけでなく社員の皆さまも、原則無料で何回でも利用できます

●ご相談内容が外部に漏れることはありません

●じっくりと相談されたい場合、当デスク顧問との来社面談やTeamsによるリモート面談

も可能です。1回1時間まで、料金は無料です。事前に電話でご予約ください

まずはお電話ください

東京：０１２０－０５３２４２ 大阪：０６－６２２６－１７０１

MMOneウェブサイト（https://www.mmone.mizuho-fg.co.jp）からも相談可能です

ログイン→経営サービス→実務サポート→経営相談サービス→ご相談お申込みフォーム

相談員から折り返しお電話させていただきます

https://www.mmone.mizuho-fg.co.jp/
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相談事例～基本的相談から専門的相談まで幅広くご対応 2

１．経営法務関係 ５．法人税関係

・自社の株式を取得する場合の手続きについて教えて欲しい
・自社が取締役の債務を保証するなど、自社と役員の利益が相反す
る場合の対応について相談したい

・グループ会社の整理・統合方法や、手続き上の留意点について知
りたい

・出向先で役員となる者に対する給与の取扱いについて教えて欲し
い

・グループ会社間での資産売買、金銭貸付、組織再編などの取引に
かかる法人税の取扱いについて教えて欲しい

２．不動産関係 ６．所得税関係

・不動産売却に際し、権利証や登記識別情報が見当たらない。どう
すればよいか

・家主が破産状態となり、預けている敷金の返還見込みがなくなっ
たので、借家人として今後の家賃と敷金とを相殺できるか

・修繕費と資本的支出の区別について教えて欲しい

・役員が個人資産を会社に売却する場合の税務について知りたい
・役員退職金を資金繰りの都合上3回の分割払いにする。会社の源
泉徴収及び退職者の申告はどうすればよいか

３．債権債務関係 ７．相続贈与税関係

・支払いが滞り気味の売掛金を回収するにはどうすればよいか
・売掛金の時効期間の考え方について教えてほしい

・遺言書が公正証書で作成されていても遺留分は認められるか
・会社オーナーの相続発生直後の総会手続はどうすればよいか
・オーナー所有株式の相続税における取扱を教えて欲しい

４．人事労務関係 ８．会計関係

・就業規則や人事関連諸規定の見直しのポイントを教えてほしい
・労働時間や年次有給休暇の管理のポイントを教えて欲しい
・問題社員に退職勧奨する上での留意点を教えて欲しい
・人事考課と賃金制度について見直したい
・非正規社員に対する同一労働同一賃金の考え方について教えて欲
しい

・資金繰り表やキャッシュフロ－計算書の作成方法及び活用方法に
ついて教えて欲しい

・合併や分割など組織再編や連結決算に関わる会計処理について教
えて欲しい
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顧問在席曜日一覧（2024年3月19日時点） 3

※都合により出社曜日が変更になる場合があります

※顧問不在日も、経験豊富な相談員がご対応しますのでお気軽にお電話ください

月 火 水 木 金 月 火 水 木 金

弁護士 〇 〇 〇 〇 〇 弁護士 〇 〇 〇 〇 〇

会計士 〇 〇 〇 〇 会計士 〇

税理士 〇 〇 〇 〇 〇 税理士 〇 〇 〇 〇 〇

社労士 〇 〇 〇 社労士

弁理士 弁理士月1回リモート経営相談会実施

【東京】0120-053242 【大阪】06-6226-1701

定期的出社はありません
（お問い合わせください）
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経営相談会 4

◆経営相談会とは？

当デスクが設定した旬なテーマ・定番テーマについてご相談をお受けするための、会員企業さまと顧問との個

別面談（講演会ではありません）で、原則として1時間以内です。詳細はMMOneウェブサイトをご覧ください

https://www.mmone.mizuho-fg.co.jp

ログイン→経営サービス→実務サポート→経営相談会

◆どんなテーマがありますか？

毎月テーマをご案内しておりますので、MMOneウェブサイトでご確認ください。2024年3月の具体例を挙げると

「特許・商標などの知的財産権の有効活用」「事業承継・自社株をめぐる税務相談」「職場のハラスメント対応の

留意点」「純資産・自己株式の会計手続き」などとなっています

◆面談場所はどこですか？

テーマにより異なっており、当社の東京事務所にお越しいただく場合、大阪事務所にお越しいただく場合、

Teamsによるリモート面談の場合がございます。MMOneウェブサイトでご確認ください

◆申込み方法は？

MMOneウェブサイトからお申し込みください。お申込完了後、相談員から折り返しお電話いたします

https://www.mmone.mizuho-fg.co.jp/

